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令和３年度第２回石川地方労働審議会 

令和４年３月９日 

 

出席委員 

 公 益 代 表 委 員   奥井めぐみ  表 志津子  坂本 二郎  坂野洋一 

           長澤 裕子 

 

 労働者代表委員   小水 康史  徳本 喜彰  平野 直美  村上 和幸 

 

 使用者代表委員   川端 典秀  小林  工  中村 俊介  橋本 政人   

日根野 幸子 

 

【五十音順】 

 

【南出総務指導官】  定刻となりましたので、ただいまから令和３年度第２回石川地方

労働審議会を開催いたします。 

 委員の皆様には、大変お忙しいところ御出席いただきまして、ありがとうございます。

私は、冒頭の進行を務めさせていただきます総務課の南出でございます。よろしくお願い

いたします。 

 なお、前回と同じく、新型コロナウイルス感染防止のため、座席の間隔を空けてのソー

シャルディスタンスの確保、飛沫防止アクリル板の設置、使用の都度のマイクの消毒、定

期的な換気等の対策を講じ、さらに出席者の皆様には、玄関エントランスでの検温、マス

クの着用、手指の消毒の御協力をお願いしております。 

 本日の審議会は、石川地方労働審議会運営規程第５条に基づき、原則として公開の会議

として、同規程第６条により、議事録についても発言委員の皆様のお名前を含めて公開さ

せていただくこととなっておりますので、御了承願います。 

 それでは、議事次第の２、審議会の開会に当たりまして、 田研一石川労働局長から御

挨拶を申し上げます。 

【 田労働局長】  どうも皆さん、こんにちは。本日は御参集、どうもありがとうござい

ます。石川労働局長、 田でございます。 
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 本日は、本当にお忙しい中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。皆様方

には、私ども労働行政、多面にわたりまして格別の御理解、また御協力を賜りまして、この

場をお借りしまして厚く御礼申し上げたいと思います。 

 まず、県内の状況でございますけれども、いわゆる新型コロナ感染症関係でございます

と、なお蔓延防止の措置が出ているという中で、今日の報道なんかを見ますと、少し感染

者も減ってきたという傾向も見られるようですけれども、なお高水準ということで、我々

労働行政といたしましても非常にやりにくい中ではありましたけれども、コロナ対応につ

きまして一生懸命取り組んできたところでございます。 

 有効求人倍率、雇用情勢につきましては、有効求人倍率、最新の数値が１.４６倍という

ことで、２か月連続の上昇という形になっております。１.４倍台ということなので、皆様

方が思っているよりも少し高めな印象があるかもしれません。 

 ただ、１月の末から蔓延防止の措置が発令されており、また延長になっているというこ

とと、あと実は季節的な要因で、少し２月に雪が降った関係で、ハローワーク窓口におけ

る求職者の方が少し減るのではないかと、そういったことも含めまして、まだまだ上昇傾

向に入るという感じには少し遠いのかなという印象を持っております。 

 そういう中で、全体の雇用失業情勢の判断といたしましては、依然として注意を要する

状態にあるものの、持ち直しの動きは広がっておりますが、まだ少し不透明な状況がある

のかなと考えているところでございます。 

 先ほども申し上げましたように、今年度の運営につきましては、コロナ対策ということ

で、主に雇用維持、また在籍出向といった制度を活用しながら、職場における感染症の拡

大防止も含めて一生懸命取り組んできたところですが、そのほかにも、働き方改革という

ことで、長時間労働の是正といったことにつきまして、石川働き方改革推進支援センター

をはじめとする支援もいただきながら、なるべく小規模事業所にも浸透できるよう、中小

企業に対する取組を支援してきたところでございます。 

 それから、法改正につきましては幾つか動きがありまして、まず４月から施行されるも

のといたしまして、１つは、パワハラ関係の雇用管理上の措置義務を中小企業にも拡大し

ていくといったこと、それから女性活躍推進法につきましては、行動計画の策定が３０１

人以上から１０１人以上という形に拡大されるという動きが４月からあります。それから、

御案内のとおり、改正育児休業法もこの４月から段階的に施行されるということで、こう

いった法改正の動きに対応して、それぞれ説明会を一生懸命開催してきたということがご
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ざいます。また、来年度につきましては、１０月になりますと、育児休業の分割取得が可能

になるといったこともございます。そういったこともありますので、こういった法改正に

対する対応を引き続きしていきたいと考えているところでございます。 

 それから、働き方改革に関連しますと、少し皆様方、忘れかけているところもございま

すが、関連法の中で、中小企業に対する月６０時間を超える法定時間外労働に対する割増

賃金率の引上げが１年後、これは令和５年４月からに迫っているということがございます

ので、来年度の取組としては、各種会合を利用しながら、こういった措置につきましても、

しっかり周知に努めていきたいと考えているところでございます。 

 それから、労働災害の動向ですが、残念ながら、この１年間を振り返ってみますと、コロ

ナの関係で労災の適用が増えたということもございますが、そのコロナの状況を除いても、

令和３年１年間で大体１０％程度、死傷者の方が増えております。特に小売業を中心に増

えているということで、来年度につきましては、１３次の労働災害防止計画が最終年度と

いうことでございますので、なるべく達成に近づけられるように各種取組を強めていくと

いうことと、やはり小売業が増えているということですので、少しネットワークをつくり

ながら防止に向けて強化していきたいと考えているところでございます。 

 それから、冒頭にも申し上げましたように、この１年間、コロナの感染拡大がございま

して、非常に我々行政としてもやりにくい状況ではございましたけれども、来年度につき

ましては、ハローワークにおける目標管理もしっかり行いながら、現在いろんなシステム

の改修なども進めておりますので、そういったシステムをしっかりと効果的に活用しなが

らマッチングの促進、また、若者、就職氷河期世代、高齢者、障害者、そういった多様な人

材の活躍促進に向けて、引き続き人材確保対策につきましても強化していきたいと考えて

おります。 

 本日は、各部室長から今年度後半の取組等、また４年度の行政運営方針につきまして説

明させていただきますので、どうか皆様方から、事前に質問を幾つかいただいております

けれども、それも含めまして、ほかにも幅広に御意見、御審議をいただければ大変ありが

たいと思っております。本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

【南出総務指導官】  次に、議事次第の３、委員の紹介に移ります。 

 令和４年１月３１日をもちまして、労働者代表委員の福田佳央氏が退任されました。そ

れに伴い、労働者代表委員として小水康史委員に御就任いただいておりますので、御紹介

いたします。 
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 次に、本日の出席状況を御報告いたします。なお、本日の審議会はＺｏｏｍによるテレ

ビ会議システムを併用し開催しておりますが、石川地方労働審議会運営規程第３条第２項

によりまして、テレビ会議システムを利用する方法による会議への出席は、審議会令第８

条第１項及び第２項に規定する会議への出席に含めるものとするとされております。 

 現在の出席状況は、公益委員５名、労働者代表委員４名、うちテレビ会議システム利用

者が１名、使用者代表委員５名、計１４名、うちテレビ会議システム利用が１名の委員の

皆様に御出席いただいております。 

 したがいまして、地方労働審議会令第８条第１項の規定、委員の３分の２以上の出席に

より、本審議会が有効に成立していることを御報告申し上げます。 

 それでは、地方労働審議会令第５条第２項により、会長が会務を総理するとされており

ますので、以降は奥井会長に議事を進めていただきたいと存じます。 

 それでは、奥井会長、よろしくお願いいたします。 

【奥井会長】  奥井です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 コロナ禍になってから３回目の３月ということで、まだまだ不透明なことも多いのです

が、本日は、石川県の今後の雇用を考える上で建設的な意見交換ができればと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。座って議事を進めさせていただきます。 

 それでは、議事次第の４の議事に入ります。 

 本日の審議会は、令和３年度下半期における石川労働局の行政運営状況について及び令

和４年度石川労働局行政運営方針（案）についての審議のために開催を求められたもので

す。 

 まず初めに、令和３年度下半期における石川労働局の行政運営状況について及び令和４

年度石川労働局行政運営方針（案）について、各部室長から順次説明があります。なお、審

議につきましては、全部室長からの説明後にまとめてお願いします。 

 それでは、まず河村職業安定部長から説明をお願いします。 

【河村職業安定部長】  職業安定部長の河村でございます。本日はどうぞよろしくお願

いいたします。恐縮ですが、座って説明をさせていただきます。 

 それでは、令和３年度下半期における石川労働局の行政運営状況及び令和４年度石川労

働局行政運営方針につきまして、職業安定行政関係、私から説明をさせていただきます。 

 説明につきましては、お配りしております令和３年度第２回石川地方労働審議会資料行

政運営状況について、令和４年３月９日パワーポイントの資料でございますけれども、そ
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れに基づいて説明をさせていただきまして、その中で令和４年度の取組の方向性について

も触れるような形で説明を進めさせていただければと思います。 

 まず、資料の３ページをおめくりいただければと思います。タイトルとして、雇用維持、

継続に向けた支援ということでございますけれども、こちらについては雇用調整助成金の

特例措置と新型コロナウイルス感染症対応休業支援金給付金制度についての資料となって

おります。 

 いわゆる雇調金の県内の実績でございますけれども、資料右側の図にありますとおり、

雇用調整助成金等については、支給決定金額、約５８７億円となっております。次に、新型

コロナウイルス感染症対応休業支援金等でございますけれども、こちらについては、支給

決定金額、約２２億円といった状況となっております。 

 来年度以降、雇調金がどうなるかということでございますけれども、それにつきまして

は、本日、資料２としておつけさせていただいているところでございますけれども、厚生

労働省のほうで２月２５日にプレスリリースを行っております。その内容につきましては、

令和４年４月以降の雇用調整助成金の特例措置等についてということでございますけれど

も、特例措置については、令和４年の６月までは延長される方向が示されております。７

月以降どうなるかということでございますけれども、それについては、雇用情勢への影響

を慎重に見極めつつ、５月末までに改めてお知らせするということで現状はなっておりま

す。そのため、来年度も引き続き雇用調整助成金等の適正な支給について、労働局として

は取組を進めていきたいと思っております。 

 続きまして、めくっていただいて４ページでございます。こちらも雇用維持、継続に向

けた支援ということで資料がございますけれども、これについては在籍型出向について説

明した資料となっております。 

 在籍型出向につきましては、コロナによる雇用への影響が長期化する中で、労働者のモ

チベーションを高めつつ、雇用を維持するための取組として、出向元、出向先双方の企業

の支援に取り組んでいるところでございます。具体の取組状況といたしましては、昨年１

２月３日でございますけれども、第２回の石川県の在籍型出向等支援協議会を開催いたし

まして、具体のノウハウの共有ですとか石川県内における実際の好事例等を報告したとこ

ろでございます。 

 実際の在籍型出向の実績でございますが、これは資料の下のほうに図をつけさせていた

だいておりますけれども、いわゆる産業雇用安定助成金、在籍型出向を支援する助成金で
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ございますけれども、その実績が令和４年２月４日現在で出向労働者数２５６名となって

おります。 

 こちらの資料には記載しておりませんが、全国レベルでも在籍型出向の取組が進められ

ておりまして、先日、本省のほうから、在籍型出向の対象者が１万人を超えたということ

でプレスリリースがあったところでございます。労働局といたしましても、令和４年度も

引き続き在籍型出向については取組を進めていきたいと思っております。 

 続きまして、資料の１０ページをめくっていただければと思います。こちらは、雇用形

態にかかわらない公正な待遇の確保ということでタイトルをつけておりますけれども、取

組状況に丸が２つございまして、下のところ、改正労働者派遣法の履行確保について説明

をさせていただければと思います。 

 こちらは、令和４年４月１日から適用となりました同一労働同一賃金の関係でございま

して、これについては派遣元事業主、派遣先事業主に対して周知、指導等を行っていると

ころでございます。具体には、今年１月には、オンラインによりまして、派遣元と派遣先に

対する集団指導という形で実施をしているところでございます。 

 続きまして、資料、飛んでいただきまして、１５ページを御覧いただければと思います。

こちらは、ハローワークにおけるマッチング機能の充実ということでございます。 

 ハローワークのマッチング機能に関する業務の評価・改善の取組につきましては、平成

２７年度より実施しているところでございますけれども、令和３年度につきましては、コ

ロナ禍の状況も踏まえまして、具体の数値目標ということでは設定をしておりませんで、

過去３年度の実績も比較しながら進捗を管理いたしまして、継続的な業務改善に取り組ん

でいるところでございます。 

 具体の取組状況といたしましては、ハローワークのシステムがございますけれども、そ

のシステムを刷新することによって業務改革を行っているところでございます。具体的に

は、昨年の９月２１日からでございますけれども、求人者及び求職者の方がオンラインで

作成できる求人者マイページ、求職者マイページでもございますが、それを通じてのオン

ラインでの職業紹介を可能としたところでございます。 

 また、資料４を御覧いただければと思いますが、新たなシステムの刷新ということで、

今月、３月２２日からとなりますけれども、新たにハローワークインターネットサービス

が便利になりますということで資料をおつけしております。具体的な内容につきましては、

求人者マイページから求職者の方への直接リクエストが可能ということでシステム改修を
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予定しておりまして、こうしたシステムの改革を通じてハローワークサービスの向上につ

なげていきたいと思っております。 

 またあわせて、Ｚｏｏｍを活用した形になりますが、ハローワークと学生さんや就職氷

河期の方等々、求職者の方と、Ｚｏｏｍを使ったオンラインでの職業相談についても、昨

年の４月から金沢新卒応援ハローワークを実施しておりましたが、今年の１月からハロー

ワークの金沢、小松、白山でも機器を導入して、順次取組を強化しているところでござい

ます。 

 次に、まためくっていただいて、資料１６ページを御覧いただければと思います。 

 こちらは、働きやすい職場づくりに積極的に取り組む企業の人材確保支援ということで

ございますが、こちらについては、取組状況の一番下の丸を御覧いただければと思います

が、連携協定を締結している金融機関と研修会を実施、具体には、のと共栄信用金庫さん

でございますが、研修会を実施したところでございます。こちらについては七尾のほうで

開催したところですが、ハローワーク七尾の職員が講師として出向きまして、対象として

はのと信の行員さんと顧客企業を対象といたしまして、具体のハローワークの求人のつく

り方等々、また働き方改革についてもございますが、そういったことについての研修会を

昨年１２月３日に実施したところでございます。 

 続きまして、まためくっていただいて、次の１８ページを御覧いただければと思います。

若者に対する就職支援ということでございます。 

 資料右側のグラフ、図を御覧いただければと思いますが、こちらは新規学校卒業予定者

の就職内定率の推移、昨年１２月末現在ということでございまして、こちらの令和４年３

月卒は、上段が高校でございますが、高校が９６.１％、下段が大学等で８７.５％という

ことで、一定程度の水準にはなっているかなと認識をしているところでございます。 

 具体の取組状況といたしましては、学生に対するハローワーク支援サービスの周知広報

ということが重要となりますので、写真をおつけしておりますが、金沢駅構内のデジタル

サイネージで金沢新卒応援ハローワークの広告を、これは今年の１月から３月末までとい

うことでございますが、そこで掲示をしているところでございます。 

 また、その横に白い熊のぬいぐるみ、エールベアとありますが、これはユースエール企

業、若者の声を応援する企業ということで厚生労働省が認定している制度でございますが、

そういったものの認知度向上に向けたＰＲグッズというものも作成しているところでござ

います。 
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 若年関係では、また、未内定の学生等々いらっしゃるのは事実でございます。引き続き

来年に向けても、ハローワークの就職支援ナビゲーター等を通じて支援を実施していきた

いと考えているところでございます。 

 また、資料をめくっていただいて１９ページでございます。 

 こちらは就職氷河期世代活躍支援プランの実施ということでございまして、就職氷河期

世代の支援につきましては、政府として３か年の集中的な取組により支援を強化していく

ということになっておりまして、令和３年度、今年度がその２年目でございました。令和

４年度、来年度が最終年度となりますので、労働局、ハローワークといたしましては、来年

度も引き続きしっかり氷河期支援には取り組んでいきたいと思っております。 

 具体の取組といたしまして、今年度委託事業といたしまして、氷河期世代を対象とした

就職支援セミナーですとか合同企業説明会を開催したところでございます。資料につけて

いる写真が、２月９日にイオンモール白山で開催した面接会の写真でございますけれども、

イオンモール白山という地理的なこともあったかと思いますが、民放のテレビ局もこの説

明会については取材に来ていただいて、実際にテレビ放送もされたということで認識をし

ております。引き続き、氷河期支援は取組を強化してまいりたいと思います。 

 また、めくっていただいて２０ページでございます。こちらは高齢者の就労支援環境整

備ということでございます。 

 高齢者につきましても、資料の取組状況、丸の２つ目のところに記載がございますが、

新規求職者全体に占める６５歳以上の割合というのが、平成２７年度８.７％だったものが、

令和２年度１５.２％ということで、６.５ポイント上昇をしているところでございます。

そういった対象者の方が増えておりますので、引き続き労働局、ハローワークといたしま

しては、ハローワーク金沢、小松、白山でございますが、生涯現役支援窓口というものを設

置しておりますので、引き続きそこを中心に、来年度以降もしっかり高齢者の方の就労支

援の取組を強化してまいりたいと思っております。 

 続きまして、まためくっていただいて資料の２２ページ、障害者の就労支援でございま

す。 

 障害者の関係でございますが、資料の右側に障害者の雇用率達成企業割合の推移という

ことで資料をつけさせていただいております。障害者の雇用率でございますが、令和３年

度につきましては、令和２年度２.３５％から２.４５ということで上昇しております。以

下の達成の割合、棒グラフのところでございますが、それは令和２年度５６.４から５３.
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４ということで減少しております。障害者雇用率が上昇したこともございますので、そう

いったことも要因かとは考えておりますが、障害者の求職者等々が増えておりますので、

引き続き障害者の就労、就職支援というのも、労働局、ハローワークとして取組をしてい

きたいと思っております。 

 めくっていただいて、資料２３ページでございます。 

 こちらは外国人材の受入れ環境の整備ということでございまして、資料右側の外国人労

働者数の状況ということでグラフをつけておりますが、こちらは令和元年度をピークに、

外国人労働者数については、コロナ禍の状況もございまして微減という形で、具体に令和

３年度については１万６０６人ということになっております。ただ、外国人雇用をされて

いる事業者数が減っているかというと、そういったところもございませんので、外国人労

働者を雇用する事業者に対する雇用管理改善指導というのは、来年度も引き続き取組をし

ていきたいと思っております。 

 資料２４ページ、めくっていただければと思います。こちらは、私から最後の説明とな

りますが、ハロートレーニング、公的職業訓練を活用した求職者の就職支援でございます。 

 職業訓練につきましては、コロナによる雇用への影響が長期化しております。そうした

中で、求職者の方の職業能力の向上を図りまして、再就職や転職に結びつける、非常に大

事かと認識をしておりまして、取組を強化しております。 

 具体の取組状況、やはり訓練を知っていただくということが大事かと認識をしておりま

すので、資料、右側下に写真とかもおつけしておりますが、ハロートレーニングアンバサ

ダー、これはＡＫＢ４８チーム８、石川県出身の平野ひかるさんという方がいらっしゃい

ますが、その方を一日労働局長に任命いたしまして、実際にポリテクセンター等々、訓練

施設の見学をするイベント、メディアツアーを開催したところでございます。こちらにつ

いては、当日の労働局長任命式からポリテクセンターの見学まで、マスコミも複数来てい

ただきまして、当日の夜のテレビ放送等もされたところでございます。 

 コロナ禍での職業訓練の強化は必要かと考えておりますので、来年度も引き続き、労働

局、ハローワークとして取組を強化していきたいと思います。 

 雑駁ではございましたが、私からの説明は以上でございます。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 続いて、労働基準行政について、田沼労働基準部長より御説明をお願いいたします。 

【田沼労働基準部長】  石川労働局で基準部長をしております田沼と申します。どうぞ
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よろしくお願いいたします。 

 では、早速、座らせていただきまして説明に入りたいと思います。 

 最初に、今年度後半の取組ということになりまして、パワーポイントの資料がございま

す。令和３年度の行政運営状況についてという資料に基づきまして、今年度ちょっと特徴

的なところだけピックアップして説明していきたいと思っております。 

 最初は６ページを開けていただければと思います。 

 右側に、コロナウイルス、労災給付の対象になりますというのが書いてありまして、左

側、本文のほうの４番目の丸のところに労災補償給付の支給状況が書いてございます。今、

１月で１００件ということになりまして、去年より実は倍増しておるんですけれども、残

念ながら、今、石川のコロナ状況というのは、場合によっては１日５００人という状況で、

全然少ないですねというのが状況になっております。 

 これは致し方ない部分がありまして、私たちは労働災害なので、仕事中の災害ですねと

いうふうに言えるケースのものなんですけれども、コロナの罹患件数、見ていただければ

と思いますが、家族からうつりました、学校からうつりました、あと患者さん同士でうつ

りましたというケースも多く労働災害といえないケースが多々あります。これは石川だけ

じゃなくて全国的にもかなり少ないという状況になっております。 

 ただ、右側を見ていただければと思いますけど、ともかく「コロナ疾病が労働災害の対

象となること」を知らないんじゃないかというのがどうしてもありますので、あらゆる機

会に労災給付の対象になります、休業もすると休業補償も出たりするものですから、こう

いう形で周知をしていきたいと思っております。あと、まれにですけれども、後遺症が残

るケースがございまして、そういう方の補償にもなりますので、これは引き続き周知して

いきたいと思っております。 

 続きまして、駆け足になりますけれども、９ページ目を開けていただければと思います。 

 これは、右側の表を見ていただければと思います。下は前回出したものなので、上は定

期監督等の監督件数云々と書いてあります。定期と申告は、どこに差があるのか質問を受

けることもあるのですが、申告は、労働条件の違反がありますねという労働者側の申出に

基づいて動いていくものになります。上は、逆に定期監督、これはなかなか業界の秘密も

あって詳細な話は言えませんけれども、例えば、あんまりこの会社は行っていませんねと

か、この製造業のこの業種は結構労働相談が多いですね、問題かなというふうに狙い撃ち

して行くようなものが定期監督になっております。 
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 ポイントは、令和２年の数字を見ていただくと、実は１,５００から１,３００とちょっ

と減っております。やはりコロナの関係で私たちもちょっと配慮しなきゃいけないという

ことで、なかなか行かなかったという状況になっております。 

 ただ、本文を見ていただくと、左側ですけれども、まだ直近の数字で、年間の数字はちょ

っとずれたりするので、年間の数字はまた来年の今頃になっちゃうかもしれませんが、集

計した数字をお届けしますけれども、速報値で見ると、去年の１月、これは４月から１月

を数えた数字なんですけれども、去年度よりは件数はちょっと増やしております。ちょっ

と違反が増えたところもあって、何で違反が増えたかというのはいろいろ理由はあるかと

思います。悪いところばっかりさらに絞り込んだというのもあるんですけれども、そうは

いっても違反率が増え、コロナといっても、ちゃんと監督に行かないわけにはいかない、

労働基準法違反は見過ごすわけにいきませんので、そこらへんを考慮した数字になってい

ます。 

 続きまして、１２ページ目を開けていただければと思います。すみません、ちょっと駆

け足になっています。 

 これは最低賃金になります。一言で申し上げると、前回と違うところは、特定最低賃金

が追加になっておりまして、これが１２月末に金額が上がった形になっておりまして、こ

の周知をしっかりしていきたいと思っております。 

 最後、１３ページ目を開けていただければと思います。 

 これは家庭と仕事の両立支援、いろいろと好事例等、取組をしたという話は前もお話し

させていただきましたけど、本文の下の一番最後の黒ポツ、今回、治療と仕事の両立のセ

ミナーを開催させてもらっております。こういう取組をしているところになります。 

 どんどん特徴的なところだけ、飛ばしまして、今度は労働災害のほうは、簡単に話をし

たいと思います。２６ページ目になります。 

 局長の御挨拶にもありました１３次労働災害防止計画、中期計画なんですけれども、こ

の目標の数字がちょっと厳しい状況になっているという話をさせていただきましたが、一

言で言うと、死亡は過去最低なんですけれども、死傷病災害、要はけがも含めた災害は前

年より増えている状況になっております。局長の御挨拶でも話をさせていただきましたけ

れども、次のページを見ていただくと、それを受けてどんな労災の防止をしてきたかとい

うことが書いてございます。 

 ３つポイントがありますが、１つは、ちょっと見づらいんですが、店頭での転倒に注意
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ということで、要は小売産業の転倒災害等がかなり増えております。そういう意味で、自

主点検や指導を通常よりも強化しています。 

 あと、真ん中あたりにあるんですが、高齢者が相変わらず多くて、ここについても、エイ

ジフレンドリーガイドラインという措置方法とか、補助金等、そういうものを周知させて

もらっています。あと、どうしても雪国なものですから、凍結時に転倒しちゃうもので、そ

こも周知活動を強化していきたいと思っております。 

 また、上から３番目の第１回政労使合同パトロール、冬場にも実は実施していたんです

けれども、今年はコロナの関係もあって実施できなかったんですが、こういう形で労働災

害が増えていますということを県民に周知したい。ここにいらっしゃる委員の先生方もパ

トロールに参加していただくこともあるんですけれども、本当にありがたいと思っていま

すが、こういう形で、県民の皆様にぜひ労働災害防止に目を向けていただきたいという取

組は引き続きやっていきたいと思っております。 

 雑駁ですけど、今年度、主なところの取組だけを話させていただきました。あと詳細は

パワーポイント資料を見ていただければと思います。 

 これを受けて来年度どうするかということで、令和４年度の行政のあらましという縦の

資料がございます。これも簡単に触れたいと思っております。 

 おおむね後半の取組と変わらないので、かぶらないように説明していきたいと思ってお

りますが、最初に７ページを見ていただければと思います。 

 ７ページ目、（３）職場における感染防止対策の推進ということで、ちょっと見づらいん

ですけれども、リーフレットが幾つかございます。現段階でこのリーフレットを何枚配っ

たかというのは今ちょっと手持ちで資料がないんですけれども、あらゆる機会でこういう

ものを配らせていただいております。テレワークをしてほしいとか、特に体調がすぐれな

い人はなかなか休みにくいものですから、そういうルールをつくってほしいとか、今回こ

の場でもありますけれども、こういう間仕切りを作ったりとか、職員間の距離の確保です

とか、そういう形で５つのルールをまとめやすいような形でつくらせていただいて、あら

ゆる機会で周知していきたいと思っております。これは、後半の取組だけじゃなくて、も

うほとんど通年の取組になっているような状況になっていて、来年もこれは取り組みたい

と思っております。 

 それから、８ページ目、（４）で長時間労働の是正というものがございます。これは監督

行政なんですけれども、監督件数はちょっと増えたという話をさせていただきましたけれ
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ども、引き続きこれは頑張ってやっていきたいと思っております。 

 また、（１）自動車、建設業に特化して話をしておりますけれども、ここはどうしても長

時間労働が統計上では長くなるという傾向があるのと、適用除外にまだなっております。

たしか令和６年だったかな。なので、それまでは三六協定で天井がないものですから、そ

ういう意味で、労働時間短縮に向けて努力していこうという形で特出ししております。ま

た、協議会というのを設けさせていただきまして、あらゆる機会で長時間労働の改善を事

業者の方々と協力しながら自主的にやっていきたいと思っております。 

 それに絡んで、資料５を見ていただければと思います。これも通年の取組で御存じの方

もいらっしゃるかと思いますけど、またちょっと紹介していきたいと思います。 

 何分コロナ禍なので、なかなか働き方改革、業況は厳しいだろうという事業者さんもご

ざいます。そういう意味で、中小企業の皆様に労働時間相談・支援センターという形で、監

督というと、法違反を叱責するというイメージを持たれている方が多いと思うんですが、

そうではなくて、実際にこういう運用をしましょうねとか、補助金を活用しましょうね、

そういう形の支援班というのを設けさせていただきまして、いろいろな機会にサポートさ

せていただいているという御紹介になります。これも、もう働き方改革関連法案ができた

頃ぐらいからやっておりまして、当然来年度もやっていきたいと思っております。 

 また、本文、縦横の、縦のあらましの資料に戻っていただいて、ここの資料になかったん

ですけど、１つだけ、局長の御挨拶でも触れさせていただきましたけれども、来年の４月

１日から割増賃金が、中小企業も含めて６０時間を超えると５０％になるということで、

なかなか知られてないものですから、この周知活動もしていきたいと思います。 

 それから、９ページ目になります。９ページ目は労働災害への環境整備ということにな

ります。 

 先ほど申し上げた、１３次防という中期計画がなかなかうまくいかないものですから、

局長の挨拶でも触れさせていただきました、例えば小売業につきまして、これは全国的な

取組ですけれども、いい会社をピックアップして好事例を広げていこうという形の審議会

等、協議会等も行っていきたいと思っております。まだどこの会社を選定するとか、細か

い内容も決まっておりません。また、社会福祉法人もやろうかなと思っています。石川は

そんなに多いわけじゃないんですけど、これも全国的な取組でやっていきたいと思ってお

ります。 

 また、２番目にありますけど、高齢者のところは増えているので、ここもきっちりやっ
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ていきたいと思います。 

 それから、３番を飛ばして④のところになります。ちょっと見にくいんですけれども、

化学物質については現在検討しているというふうに書いてありますけれども、法令を少し

見直そうという本省の意向がありまして、随時、これも分かり次第、皆様に周知していき

たいと思っております。 

 あと、改正、石綿暴露対策云々ということなんですけれども、これは本文等、資料をつけ

ていませんけれども、石綿について、例えば解体作業を行うときに、どれぐらい石綿が含

有しているかを事前に調べていただいて、監督署に報告するという義務化が今年の４月か

らスタートするもので、その周知等をしっかりやっていきたいと思っております。 

 それから、早口になってしまって恐縮なんですけど、１０ページ目の一番下のところ、

治療と仕事の両立支援になります。 

 ここもいろんな形でガイドライン等がありますが、やはり好事例の周知かなと思います。

去年も加賀屋さんに協力していただきまして、大分報道もされまして、やはり好事例は大

事だなと思っておりますので、来年度もしっかりやっていきたいと思っております。 

 それから、１１ページ目、最低賃金の話になります。 

 最低賃金引上げというのは、当局は本当に７年連続で全会一致になっておりまして、こ

の審議会の先生が最低賃金の審議会の先生にもなっていただいたり、または以前なってい

ただいた先生もかなり多くいらっしゃいます。なかなか全国的にこれほど全会一致になっ

ている局はなくて、本当にありがたいと思っております。やはり全会一致というのは、最

低賃金を指導するに当たってバックボーンとして強制力の裏づけになるものですし、いろ

いろあるかとは思いますけど、良好な労使関係が続いているというイメージも与えますの

で、引き続き努力していきたいと思っております。 

 また、横が業務改善助成金というのがございます。なかなか今コロナ禍で厳しい中で、

助成金等はできるだけ周知をしていきたいと思っております。 

 それから、最後のほう、下にあります、これも労災がいろいろ書いてありますので見て

いただければと思うんですが、新しいところ１点だけ説明していきたいと思います。 

 資料１０、１１になります。資料１０はリーフレットになります。これはアスベストが

あったときにどんな救済制度があるかというのをまとめたものでして、一番見やすいのは

１０ページ目の裏側の次のページ、３ページ目にこういう救済制度がありますという、ま

とめたリーフレットは、いろんなタイミングで配布しております。 
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 新しく、資料１１、次の、もう一つのところにありますけれども、建設現場で石綿に暴露

した方について、新たに建設アスベスト給付金制度というのをつくらせていただいており

ます。実際は、申請書の受付や審査は厚生労働省本省でやる制度なんですけれども、こう

いう新しい制度ができたということで、この周知も労働局でもやっていきたいと思ってお

ります。 

 以上、本当に特徴的なところだけ雑駁に説明していきましたけれども、私のほうからの

説明は以上になります。ありがとうございました。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 続いて、雇用環境・均等行政について、八子雇用環境・均等室長、御説明をお願いいたし

ます。 

【八子雇用環境・均等室長】  雇用環境・均等室長の八子と申します。よろしくお願いい

たします。では、座って御説明いたします。 

 私も、ポイントを絞って御説明したいと思います。 

 まずは、横長の令和３年度行政運営状況についての８ページを開いていただけますでし

ょうか。働き方改革に取り組む中小企業、小規模事業者等に対する支援ということです。 

 左側に取組状況の１０月以降の件数があります。主に、真ん中、２番目の〇の働き方改

革支援助成金を活用した支援というものが広がっておりまして、右下に申請件数がござい

ます。特に昨年と比べて多くなったのが、１の（１）の労働時間短縮・年休促進支援コー

ス、１月末で２３０件です。あとは、２番目の、先ほども基準部長からも話がありました業

務改善助成金、こちらも６２件ということで、１月末申請になっております。こういった

助成金につきましては、主に団体推進コースと上にあるんですけれども、こちらの業種別

団体、商工会さん等を通じて参加の企業さんに広めていただいているところです。 

 資料の１９を御覧いただけますでしょうか。横長の石川県内の働き方改革促進企業で、

助成金の活用事例がサブタイトルになっております。 

 こちらは、第１回の審議会で御要望のあったものの管内企業の事例についてでございま

す。当室の働き方・休み方改善コンサルタントが企業に直接訪問の上、掲載に御了解いた

だいた事例を取りまとめたものでございます。 

 本来なら業務改善助成金ということで御要望いただいているんですけれども、３年度６

２件の申請ですが、まだ計画の途中ということもございますので、もともと件数の多かっ

た働き方改革推進支援助成金の事例としたものです。こちらにつきましては、既にホーム
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ページに掲載済みでございます。また、今も事例は収集中でございますので、９社となっ

ていますけれども、今後追加していきたいと思います。 

 横長の８ページに戻ります。 

 その下の〇の相談体制としまして、石川県経営者協会様に委託しております石川働き方

改革推進支援センターを通じた周知、支援を行いました。あとは、労働基準監督署におけ

る労働時間相談・支援班を通じた周知支援も併せて行っております。 

 以上が働き方改革の実施の状況でございます。 

 続きまして、１０ページのほうで、雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保、ここは

一言だけになるんですけれども、取組状況の上のパートタイム・有期雇用労働法が令和３

年４月１日から中小企業も適用になったということから、事業所訪問、報告徴収も進めて

おりますし、先ほどの働き方改革推進支援センターですとか監督署の支援班が主催する働

き方改革指導会で周知啓発等を実施しました。 

 では、次の１１ページ、ハラスメント対策の推進についてです。 

 こちらにつきましては、１２月に行事をしておりまして、上の〇の中ポツの３番目の職

場のハラスメント撲滅月間ということで、特別相談窓口を設置し、説明会、出張相談を開

催しております。なお、特にパワーハラスメントにつきましては、１月から２月の改正育

児・介護休業法の説明会にも合わせて御案内をしているところです。 

 また、２番目の〇の労働関係紛争の早期解決の促進に向けた取組状況ということで、こ

ちらは研修についてです。下の２番目の労働相談・個別労働紛争解決制度の連絡会議は既

に実施済みですけれども、それに基づいた相談会等も実施しております。 

 一番最後の紛争調整委員の会議も実施しておりまして、こちらは主に弁護士の委員さん

ということになるのですが、最新の法施行状況ですとか、あるいは事例を提示しながら研

さんを図っているところでございます。 

 では、次に行きます。２１ページにお移りいただければと思います。 

 こちらは法改正にも関わる部分で、先ほど局長からも挨拶の中で申したところではござ

いますが、女性活躍と男性の育児休業取得の推進になります。 

 左上の取組状況のところで、２つ目の〇の２番目のポツ、電話による個別勧奨を１月下

旬から約３５０社、まだ１０１人以上企業で届出をされてないところにつきまして個別勧

奨を実施しております。 

 あとは、次の〇のところで、男性の育児休業取得に向けた取組状況、改正育児・介護休業
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法につきまして説明会を開催しております。下のほうにありますように、まずＺｏｏｍと

会場の併用開催ということで、金沢で１月から２月にかけて、あと小松と七尾。金沢は２

月１０日と２月１７日は２回ずつ、午前・午後と開催しておりますので、合計７回開催を

しております。このときにも、併せて、先ほどの女性活躍推進法の改正の部分についても

説明時間を設けて周知啓発を図りました。 

 以上が雇用環境・均等室の下期の本当に大まかな取組状況でございます。次に縦の令和

４年度案となっていますけれども、石川労働局行政のあらましの、まず３ページを御覧い

ただければと思います。 

 先ほどの改正女性活躍推進法と男性の育児休業取得等を内容とした改正育児・介護休業

法の周知ということで進めていきたいと思います。 

 特に、こちらにつきましては、１の（１）の①にありますように、男性の育児休業につい

ての助成金も、また来年度もございますので、こちらは大企業も対象となりますので、こ

ういったものも御利用いただきながら、法改正と併せて周知をしていきたいと思います。 

 （１）の③です。実は、今回の改正育児・介護休業法と併せまして、次世代育成支援対策

推進法の認定基準が変わります。ここにありますように、今までくるみん認定と、より顕

著な取組をしたプラチナくるみん認定と、２つの認定制度でしたけれども、くるみん認定、

プラチナくるみん認定のほかにトライくるみん認定という制度が設けられます。 

 もう一つは、マークがまだ未定となっているんですけれども、不妊治療の取組をされた

会社、要はこの認定基準、トライくるみん認定基準以上のレベルに達している企業さんで、

さらに不妊治療の取組をされた企業さんに対しては、不妊治療の認定も受けられるという

ことになります。不妊治療対策の一貫ということになります。 

 あと、１の（２）、女性活躍推進法につきましては、こちらも引き続き、未届けの企業さ

んについては丁寧に対応して、なるべく多くの企業に届出をしていただくように、取り組

んでいきたいと思います。特に、真ん中の右にあります女性の活躍推進企業データベース、

こういったものを周知しまして、事例等も紹介していきたいと思っております。 

 また、こういった認定制度につきましては、先ほどのくるみん認定もそうですけれども、

公共調達の加点となり、有利な部分もございますので、こういったものも併せて認定取得

の拡大に努めたいと思います。 

 同じ３ページの２、パートタイム・有期雇用労働法については、引き続き継続して周知、

法の履行確保を図っていきたいと思います。 
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 では次に、７ページに飛びます。働き方改革の部分になります。 

 こちらも、昨年度、その前から引き続き実施していることですけれども、まず１番目の

良質なテレワークの普及促進ということで、昨年の３月末に改正されましたガイドライン

の周知ですとか助成金の周知、あとはテレワーク相談センターの周知等も図ってテレワー

クの利用促進に努めたいと思います。 

 ２番目につきまして、２の（１）で働き方改革に取り組む中小企業に対する支援体制も

引き続き実施してまいります。 

 私の説明項目の最後になります。こちらも法改正関係ですけど、１０ページに飛びます

が、よろしくお願いいたします。 

 労働施策総合推進法のパワーハラスメントの防止対策につきまして、こちらも中小企業

が今年の４月１日から義務化されることになりましたので、こちらの周知及び報告の請求

と言いますけれども、行政指導を積極的に実施していきたいと思います。また、様々な労

働関係の紛争も多く、相談も増えてくることと思いますけれども、適切に対応していきた

いと思います。 

 以上で私からの説明を終わります。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 続いて、労働保険適用徴収業務について、中嶋総務部長、御説明をお願いします。 

【中嶋総務部長】  石川労働局総務部長の中嶋でございます。よろしくお願いいたしま

す。着席にて説明させていただきます。 

 私から、労働保険適用徴収の適切な推進について説明いたします。 

 横長の資料、令和３年度行政運営状況の３０ページを御覧ください。 

 まず、資料の訂正をさせていただきたいと思います。右側、中ほどの表、未手続事業の加

入勧奨、手続指導状況の推移の令和３年度新規加入件数について、「２４３件」となってい

ることと思いますが、「３０９件」に訂正いたします。大変失礼いたしました。 

 それでは、資料に沿って御説明いたします。 

 電子申請の利用促進等について、でございます。引き続き積極的な周知に努めておりま

して、新規適用事業場宛ての電子申請利用案内の送付などを行いました。その結果、今年

度の年度更新申告での電子申請利用率は２４.７％となり、前年度１９.１％から５.６ポイ

ント上昇しました。 

 次に、労働保険の未手続事業一掃対策の推進について、でございます。引き続き新設会
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社及び小売業への加入勧奨を行い、１１月には未手続事業一掃強化期間を実施しました。

関係各所への広報資料の配布、北陸税理士会への協力依頼等も行っております。その結果、

新規加入件数は３０９件と、前年同期３０６件からほぼ横ばいでございますが、約１％増

加いたしました。 

 次に、労働保険等の収納未済歳入額の縮減について、でございます。滞納整理及び口座

振替制度の利用促進を図りまして、資料にはございませんが、下期の縮減率は２月中旬で

５０％を超えておりまして、着実に進捗しているところでございます。 

 次に、令和４年度の行政運営方針について御説明いたします。 

 行政のあらまし９ページでございます。（７）労働保険適用徴収業務の適正な運用を御覧

ください。 

 令和３年度に引き続き令和４年度も、電子申請の利用促進、労働保険の未手続事業一掃

対策の推進及び収納未済歳入額の縮減の３つに取り組んでまいります。 

 電子申請のさらなる利用促進につきましては、積極的な広報、各種事業者向けの説明会

での周知や、社会保険労務士会をはじめとする関係団体に対する協力依頼等を行いまして、

促進を図ってまいります。 

 また、未手続事業一掃対策につきましては、今年度の業務分析を行いまして、重点的に

取り組む業種等を定めた上で、関係各所や本事業の受託事業者との緊密な連携、労働保険

事務組合への委託率の向上に取り組むことにより対策を推進してまいります。 

 収納未済歳入額の縮減につきましては、事業主に対する申告・納付の指導、口座振替制

度の利用促進、高額滞納事業主及び長期滞納事業主を重点に確実な納付計画を作成させる

こと、３点を中心に取組を進めてまいります。 

 駆け足になりましたが、御説明は以上でございます。ありがとうございました。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 それでは、審議に入ります。 

 以上、労働局から御説明がありましたが、事前に４名の委員から御意見、御質問をいた

だいております。順次、御意見、御質問の内容を説明していただき、労働局から回答をお願

いします。なお、指名の順番は五十音順とさせていただきます。また、時間の都合もありま

すので、説明、回答はできるだけ簡潔にお願いします。 

 最初に、表委員の御意見、御質問の内容の説明をお願いします。 

【表委員】  表でございます。よろしくお願いします。 
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 丁寧な御説明、ありがとうございました。事前に資料を拝見させていただいて、２点、質

問をお送りさせていただきました。 

 １点目は、治療と仕事の両立支援についてということで、ここで細かいことをお聞きす

るような内容ではなかったのかなというふうに思いましたけれども、資料の１３ページに

あります取組状況のところで、具体的なところがちょっとよく分からなかったのでお伺い

させていただいたという状況です。 

 具体的に、企業がどのように両立支援に取り組んでいるのかということや、全ての事業

が取り組んでいるという状況ではないかもしれないんですけれども、その実態であるとか

推移、少しずつ増えているのかということや、また、新型コロナの影響もあって、例えばメ

ンタルヘルスの問題であるとか、なかなか受診しにくいとか、いろんな状況もあるんじゃ

ないかと思いまして、可能な範囲で教えていただければと思いました。 

 １点目は以上です。 

【田沼労働基準部長】  基準部長の田沼です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 質問は、治療と仕事の両立支援の企業状況かなと理解しております。 

 まず、これに取り組んでいる企業数はどれぐらいあるんですかということについては、

労働局として数字は持っておりません。ただ、参考になるものはございまして、経済産業

省に健康経営優良法人があります。これの令和３年度の数字の適合状況から見ると、石川

県内で１１２社適合していて、１０８社が仕事と両立支援の取組がありということなので、

１０８社はあるんじゃないかと思いますが、具体的に見ているわけではございません。本

事業、この経産省の事業については平成２９年度からスタートしていますけど、その推移

等、細かいところはなかなか分からないというふうに考えております。 

 私たちも、こういうガイドラインを作らせていただきまして毎年セミナーをしておりま

して、その後、中で取り組んでいる企業等を発表させていただいて、それなりに増加して

きているのかなと思っております。 

 また、セミナーでの発言等でどんなことをしているかということについては、まず相談

窓口をつくりましょうとか、あと、労使、特に労働者のほうの取組について検証しましょ

うとか、治療との関係ですね、あと休暇制度、勤務制度、そういう制度的なものとか、労務

担当者、産業医、そういう方々の体制整備ですとか、それから両立支援コーディネーター

の養成ですとか、種々いろんな取組をしているところになります。 

 あと、新型コロナウイルスの影響等については、正直言って私たちも全く分からない状
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況になっております。 

 労働局としても、引き続き、まずはこういう取組をしているガイドラインを周知するこ

とと、当然、好事例をつくるということで、石川県の産業保健総合支援センター等の相談

対応ですとか、そういうところをやりながらパッケージとしていろいろ取り組んでいきた

いと思っております。 

 私からは以上です。 

【表委員】  ありがとうございます。働きやすい環境というところでお聞かせいただき

ました。また、経産省の資料も見てみたいと思います。 

 ２点目です。新規就業者の離職についてということで御質問させていただきました。こ

ちらも、今、私も大学におりますので、４年生が卒業していく様子を見ますと、ずっとオン

ラインであったりとかソーシャルディスタンスということで、なかなか人とのつながりを

つくりにくいような状況がありまして、そういった中で卒業して働き出すというところで、

何かちょっとあると、すぐに仕事に出られなくなったりとか、離職ももしかしたら増えて

いるんじゃないかという懸念があり、実際私がそういう状況を把握していないということ

もあるんですけれども、新卒者の若者の離職率とか、もし把握されておられればというこ

とで構わないんですけれども。 

 あと、離職防止対策というところで、何かこちらのほうで取り組んでおられることがご

ざいましたら教えていただきたいと思いました。よろしくお願いします。 

【河村職業安定部長】  職業安定部長の河村でございます。表委員の質問に対して回答

させていただければと思います。 

 委員に御指摘いただいた若年者の離職の関係でございますけれども、もちろん離職なの

で個々の理由、事情はあるかと思いますが、我が国として職業経験を蓄積するとか、職業

能力の向上という観点からは、決して望ましいものではないのかなと私も思うところでご

ざいます。 

 実際、若年者の離職率はどうかという点でございますが、直近の離職率が上がっている

か下がっているかというのは、ちょっと私、手元には持っていないのですが、厚生労働省

が令和３年１０月２２日に公表した調査がございまして、それは平成３０年３月卒、コロ

ナ前ということになろうかと思いますが、そういった方の３年以内の離職率、昔から３年

以内離職率は七五三と申しまして、中卒７割、高卒５割、大卒３割ということを昔は言わ

れていたと思うんですが、そのときから比べると少し減ってきている、離職率は下がって
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きているというものになっていまして、具体な数値も申し上げますと、高校では３６.９％、

平成３０年３月卒の前回調査よりも２.６ポイント減少、大学では３１.２％、前年比１.

６％減少ということで、この調査では少し減少しているという調査結果は出ているところ

でございます。 

 ただ、やはり若者の離職は一定の割合で生じておりますので、政府として取組が必要だ

ということは認識をしているところでございます。 

 そうした中で、どういった取組を労働局、ハローワークでしているかということでござ

いますが、ハローワークは離職した方が雇用保険で来るというイメージがあるかもしれま

せんが、在職中であっても職場での悩みなど、仕事に関することであれば幅広く相談が可

能ですということを、管内の高等学校ですとか大学のキャリアセンターを通じて学生、生

徒に対しては周知をしているところでございます。 

 また、具体の取組といたしまして、ハローワークでは職場定着支援として、新規学卒就

職者に対して、先輩からのメッセージという形の文書を作って、それをハローワークの激

励文、併せてアンケートとかも同封し、そういったものを送って定着状況をフォローアッ

プしているところでございます。 

 まさに、委員おっしゃっていただいたように、なかなかコロナで人とのつながりが希薄

になっているということもありますので、そういったことで、個々にアプローチをして、

具体に悩みなどを抱える方については、ハローワークへの相談を促すような形で個別に支

援をつなげていきたいかなと思っております。 

 また、ジョブカフェ石川という施設がございますけれども、そこについては、ハローワ

ークは平日開庁でございますが、ハローワークが開庁していない週休日における相談窓口

というものも設けていまして、平日、ハローワークに来られない方への相談の受皿という

ことも整備しているところでございます。 

 また、政府としては、一旦、若者が離職して、それですぐ駄目じゃなくて、卒業後３年以

内の既卒者についても新卒枠での応募受付をしてくださいということで、これは企業への

お願いという形になりますが、そういったお願いもさせていただきまして、離職しても再

度チャレンジというか、働きやすい環境整備というのはつくっているところでございます。 

 今後とも、労働局、ハローワークとしても、個々の若い方の事情に応じた、きめ細かな相

談ですとか支援というのは行っていきたいと思います。 

 私からは以上でございます。 
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【表委員】  また近いところで、周りの人たちに周知もしていきたいと思います。あり

がとうございます。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 次に、徳本委員、御意見、御質問の内容の御説明をお願いします。 

【徳本委員】  徳本です。よろしくお願いいたします。 

 資料は横長の行政運営状況についての９ページになります。 

 ９ページの右側のグラフ、監督指導件数及び違反率の推移のところで、令和２年度が違

反率７３.１％と、ここ５年で一番高くなっております。これに対しまして、実際にどのよ

うな違反が多いのか、またなぜ減らないのか。そして、今後、この違反を減らすためにどの

ような施策などがあるのかについて、労働局としましての見解もお聞かせいただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

【田沼労働基準部長】  基準部長の田沼と申します。 

 違反率が高いと、何か悪い会社ばっかりなんじゃないかといろんな方に言われるんです

けれども、ここが私たちの業界と一般の方々の認識の差でして、まず状況を言いますと、

石川は大体６万ぐらい事業場があるんですけれども、監督官の方は１００人いません。何

をしなきゃいけないかというと、いかに効率よく悪い会社を見つけていくかなんですね。

そうすると、全国的に違反率というのは、今、表を持ってきましたが、大体７０％ぐらいに

なっています。これが全然、６万もあるわけですから、事業場は１,５００ぐらいしか行っ

てないので、到底追いつかないのが現状になっています。 

 なので、様々な方面からの要請等もありまして、監督官の人数は増やさせていただいた

んですけれども、あしたすぐ優秀な監督官が大量に出てくるということもございませんの

で、どうしてもそんなに数が増えるというものもないというのが現状になっています。そ

うすると、私たちの感覚からすると、悪い会社をどうやって見つけるかなんですね。なの

で、違反率が低いと、逆に選定を間違ったかなという、そんな議論なんです。 

 ところが、普通の外の方から見ると、こんなに悪い、この業種はこんなにいっぱいある

のかと言われてしまうものですから、どうしても認識のずれが出てくる。私たちは違反率

が高いと、よく頑張ったみたいになるんですけど、一般の方々からすると逆なので、ここ

の数字はちょっとそこを注意していただきたいということになります。 

 なので、本当は統計法に基づいた一般の抽出統計というのが本当は指標として正しいの

かなと思いますし、７割も悪い会社があるのかというと、そんなことはほぼないと思って
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いただいていいかなと思います。もちろん、じゃどれぐらいあるのかというのは誰も分か

らないんですけれども、今はそんな感じかなと思います。 

 どんな違反があるかということなんですけれども、割増賃金とか時間外労働とか、そう

いうものが割合高くはなっております。 

 今日持ってくるのを忘れてしまったんですけれども、労働時間につきましては、法律を

つくったりとか、それからあと、この間シンポジウムでも調べてつくったり、かなり短く

はなっています。ちょうど平成１０年間のときは、いわゆる週６０時間ぐらい仕事をして

いた人、過重労働の１つの基準になりますけれども、月８０時間になっちゃうような方々

というのは、俗に言う正社員では２割ぐらいいたんですね、５人に１人は過重労働だった

んですけど、今それが半分以下。これは労働力調査というものになりまして、失業率を出

している調査と同じ調査が基なので、労働者一般のアンケート調査ですから、うそをつい

ている数字ではないです。事業場に「あなたは違反していますか」というと、誰もそんなこ

とを書く人もいませんし、そもそも論として違反しているかどうかすらも気づかない会社

がいっぱいあるんです。ちょっと話が長くなって恐縮なんですけど、最低賃金の違反の理

由を尋ねると、ほとんど、半分以上は「上がったのを知らなかった」と答えるんですね。こ

れはうそじゃないです。 

 なので、どうしても、ここら辺について、中小企業の支援班というのを設けさせていた

だいたのは、こういう制度をつくらないと難しいですよというのを、何分、６万近くある

事業場に一つ一つ丁寧にやっていくというのは非常に大事な作業かなと思っています。 

 ただ、これは幸運なことなんですけれども、ありがたいことに、労働時間が減少してい

るというのは、数字的に明らかに減少していますので、そこら辺では、ちょうど働き方改

革の気運が盛り上がって、電通など悲しい事件も幾つか起きて、何とかしなきゃいけない

という気運はできてきたのかなと思っております。 

 そういう意味で、機運をつくるという意味で、こういう違反がありますよとか、こうい

う問題点がありますよというのは、個々的な事例を話さなきゃいけないかなと思います。

なので、ここはあんまり数字を追いかけないでほしいというのが本音です。 

 ただ、数字の御質問があったのでちょっと話をさせていただくと、今、過去最高で、ここ

５年間で７３％、最高になっております。全国的に７割ぐらいなので、外れという言い方

は変な言い方ですけど、行ってみたらそんなに問題のない会社というのもどうしても出て

きますので、それぐらいの率にはなってしまうかなと思っております。 
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 違反がどんな項目があるかということについては、割増賃金が２２％、それから違法な

時間外労働に関する、要は割増賃金はちゃんと払っていたけれども、三六協定を超えて働

かせていましたとか、そもそも三六協定をつくっとらんかった、そういう会社が２１％ぐ

らいあります。あと、災害の関係でも実は監督をしておりまして、災害の問題点が１１％

ですとか、健康診断の意見聴取してないのが２２％あります。 

 災害の関係１１％というと、一瞬少ないように思われるかもしれませんが、ここはいろ

いろありまして、全事業場が母数なので、今、小売業とか、災害が増えているという話をし

ましたけど、小売業は実は安衛法の違反とかはなかなか出てこないんですね。転倒するの

って違反って？ という感じなので、何もないんです。腰痛もそうなんです。反面、製造業

とか建設業は、安全衛生規則という膨大な規則がございまして、そこで違反が出てくるん

ですが、製造業ばっかり行っているわけじゃないものですから、これぐらい比率になって

いるというふうに御理解してください。 

 ちょっと話が長くなりましたけど、以上です。 

 あと最後、施策どうするかですけれども、先ほど申し上げました、こういう実際の相談

あるんですとか、こういうふうに解消したらいいんですということで、なかなか私たち監

督官が行くと、何か怖いなというのを事業者の方々は思われるんですけれども、そうでは

なくて、こういうふうに改善したらいいんですよとか、そういう話をいかにしていくのか

が大事かなと思っていますし、問題になった事業所さんとかについては、やはり社会問題

になるので、その意味で、労使ともちょっと直さなきゃいけないなという機運を起こさな

きゃいけないのかなと思っております。 

 私からは以上です。 

【徳本委員】  ありがとうございました。よく分かりました。ぜひ再発がないように、ま

たチェックいただければと思います。よろしくお願いします。 

【奥井会長】  続きまして、中村俊介委員の御意見、御質問の内容の説明をお願いいた

します。 

【中村（俊）委員】  東振精機の中村でございます。よろしくお願いします。 

 前回御質問したら、そのまま議事録に残されて、それを読んでみると金沢弁丸出しで、

何を言っているかよく分からなくて、分からないのをまた分からないように訂正を差し上

げまして、恥ずかしい思いがあって、少し今回は正しい日本語でお話をできればというふ

うに思っております。座って御質問させていただきます。 
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 実は、文書でお願いをしたのは、１２ページ目の最賃のところで、皆さん御存じのよう

に、最賃には地域別最低賃金のほかに、産業別とか特定最低賃金というのがございます。

地域別最低賃金については、その地域における物価水準とか生活水準、そういうことで地

域に差があるというのはまだ理解をしておりますけれども、産業別最低賃金の意義、これ

を設定している意義が、もう薄れてきているのではないかと思っています。 

 ここに書かれている業種の名称自体が、日本標準産業分類で中分類か、さらに小分類か、

何かいろいろ重なっていると思いますけれども、こういう産業分類で基本的に特定をして

いくような形態の産業自体が崩れていっているということと、もちろん高度成長のときは、

こういう産業がリーディング産業として引っ張っていくという意味合いはあったと思いま

すけれども、私どももそうですけど、そもそもリーディングというか、引っ張っていくと

いう力もどんどん薄れているというよりも、もっと力強い産業が出てきているということ

からすると、こういう産業を特定化していって、そこに牽引を委ねるという方式が、特に

コロナの変化によってＥＶ化等があって、自動車よりも電気、でも自動車と電気とはまた

最低賃金の差があるという、そういうことの差自体が、逆に言うと、そういう産業の構造

変化に対して少し遅れてきているのではないでしょうかということです。そこについて御

意見を賜れればというのが今回の質問の趣旨でございます。よろしくお願いします。 

【奥井会長】  では、御回答をお願いします。 

【田沼労働基準部長】  基準部の田沼と申します。どうぞよろしくお願いします。 

 特定最低賃金につきましては、まず基本的な考え方をお話ししたいと思います。 

 まず１つ目、関係労使の方々が労働条件の向上または事業の公正の観点から、その産業

の年齢、業種などの一定の労働者を除外した基幹労働者に対して、要は正社員ですね、地

域最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を必要と認める場合については、労使の申出に

よって設定されることとしているというふうになっております。特定最低賃金の金額は、

関係労使の自主性に基づいて、尊重されて築くものですということになっておりまして、

最低賃金法１５条の規定の手続によれば、関係労使の申出が出て、局長のほうに決定の必

要性を審議会に諮問して、全会一致で初めて成るという手続になっております。 

 できるだけ自由闊達にしゃべりたいと思うのでポイントをかいつまんで話すと、労使が

まず合意しなきゃいけないと。労働条件の向上と事業の公正競争という２つの理由がある

のですが、1つ目はとっても好調な産業は地域最低賃金を引っ張っていただきたいと。春闘

でトヨタに一生懸命引っ張ってほしいみたいなことをよく労働行政の話で出てくるんです
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けれども、それと同じような発想があるのと、もう一つは事業の公正な競争、もともと高

い水準を持っていた産業が地賃に引っ張られて下がるようなことがないように、そういう

理由があるケースについては労使で十分議論していただいて、改正の必要があればやって

いただくという制度になっております。 

 そういう意味で、ここはイニシアチブは労使のほうでやっていかなきゃいけないという

ことで、今ちょっと枠組みの話も出ましたけれども、ここら辺は、今後どういう枠組みで

やっていくかということについても、できるだけ事務局としても丁寧にやっていきたいと

思っております。 

 以上です。 

【中村（俊）委員】  おっしゃることは十分に理解いたします。いたしているんですけれ

ども、それでも日本の産業自体が、ある意味で衰退と言ったら、また議事録に載せると大

変悪い言葉になってくるんですけど、弱体化をしていることは間違いないという中で、新

しい産業というのは必ず芽生えてくる、そういう産業が、実際はリーディング産業に変わ

っていくということを考えれば、既存の、今まで引っ張ってこられたというか、我々もそ

の中の一つなんですが、引っ張ってこられた産業分類の企業というのは、ある程度役割が

終わるということも当然あるわけですので、そこら辺をぜひ、労使もそうなんですけれど

も、労働局様、厚労省さん側も、先を見て、そっちのほうに引っ張っていくことをしていた

だかないと、それがずっと残ってしまうという、残っていて、ますます産業構造の変化を

遅らせてしまうということにつながらないかなという危惧を感じていますので、よろしく

御指導のほうをお願いいたします。ありがとうございます。 

【奥井会長】  よろしいでしょうか。 

 次に、村上委員からの御意見、御質問の内容の説明をお願いいたします。 

【村上委員】  村上です。よろしくお願いします。 

 私からは、令和４年度の石川労働局行政運営方針の１３ページに勤務間インターバル制

度の導入促進について１点質問させていただきます。 

 厚労省は８時間から１２時間ということが一定程度の目安として提示されていると思っ

ていますが、私たちが単組と話をする中で設定時間帯の幅が広いと感じています。８時間

から１２時間になった考え方や、例えば８時間から１２時間で幅がある中、業種や働き方

で妥当な時間、考え方があるようであれば御教示いただきたいと思います。よろしくお願

いします。 
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 以上です。 

【田沼労働基準部長】  基準部長の田沼です。 

 インターバル制度につきましては、平成３０年６月、働き方改革関連法案で努力義務と

いう形でつくらせていただいております。この制度の導入に当たって、勤務間インターバ

ル制度導入・運用マニュアルというのがございます。この中で、インターバル時間の設定

は、労働時間はもちろんのこと、通勤時間、睡眠時間、生活時間等も考慮して設定するもの

ですが、導入する企業等の労働時間等に関わる現状と課題を踏まえながら、労使の話合い

によって定めましょうと書いてあります。自主的につくっていくというふうにしか聞こえ

ないんですけども、そういうものなんですね。 

 したがって、労働時間に係る現状は各企業によって異なるので、導入後の運用状況を見

ながら順次拡大していくということもあり得るかなと思っておりまして、一定基準がない

という形になっております。どうしてと言われてしまうと、何かすごく玉虫色なんですけ

ど、やはり会社によって通勤時間、勤務時間、生活時間、いろいろ違うので、なかなかつく

れていないというふうに言うと分かりやすいのかもしれないです。 

 ただ、やはりそれでもということで、なかなか導入が難しいということで、一応マニュ

アルの中では、業種版、ＩＴ版、建設版、いろんな形の導入マニュアルをつくらせていただ

きまして、最も働き方や運営の目安の近いものを使っていくのがベストかなと思います。 

 考え方は、先ほど申し上げたとおり、いろんな状況があるので、なかなか一律に示して

いないというのがあって、そこは、特に睡眠時間は非常に大きいかなと思っているので、

通勤も踏まえて、通勤時間をどれぐらいやらなきゃいけないので、どこら辺が妥当かなと

いうのを十分労使で、会社、下手したら事業所単位でも違う可能性すらありますので、そ

ういう形でつくっていただくとありがたいねというものだと理解していただければと思い

ます。 

 以上です。 

【奥井会長】  よろしいでしょうか。 

 そしたら、私から１点だけ御質問させていただきます。 

 横長の資料の１６ページの右側に様々な認定制度が出ていますが、令和３年度は全体的

に認定企業数がゼロというのが目立つように感じています。コロナ禍で認定のための資料

作成が難しいということがあるかもしれませんので、資料の作成負担を軽減するような何

か御提案等ございましたら御回答いただければと思います。 
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 以上です。 

【八子雇用環境・均等室長】  代表しまして雇用環境・均等室の私のほうから御回答い

たします。 

 各種認定制度、たまたま１月現在、ゼロ件も結構あるんですけれども、実は増えてきて

いるところもございます。この認定制度といいますのは、働きやすい職場の実現が人材確

保につながるということを周知しながら、労働者及び求職者に企業がアピールできるツー

ルとしてお勧めをしているところです。 

 認定企業が増えれば、うちも取ろうかなと、マークが欲しいなという感じになって広ま

っていくので、局幹部職員が企業に訪問したり、あと幹部職員だけではなくて、報告徴収

とか均等法の調査でお伺いしたときなどでもリーフレットを持参したりして、認定取得の

依頼ですとか認定企業への支援対策などを説明しているところです。 

 具体的には、説明会でも周知はいたしますけれども、まず雇用環境・均等室が所掌して

いますえるぼし、くるみんについては、一般事業主行動計画の提出企業で、認定の可能性

のある企業について個別に連絡をして取得をお勧めしています。職業安定部所管のユース

エール、もにすにつきましても、やはり同様に、可能性のある企業に対してハローワーク

の窓口等で個別に働きかけを行っています。労働基準部所掌の安全衛生優良企業公表制度

につきましても、まずは働きかけを行って、少しでも認定の見込みがあるようであれば、

認定を取得していただけるように支援をしているところです。 

 御質疑にありました、申請につきましては、申請用紙はホームページからダウンロード

できますし、実はえるぼしとくるみんにつきましては、既に電子申請も可能となっており

ます。 

 また、ほかの認定制度につきましては、いまだ電子申請には対応しておりませんけれど

も、ユースエールは本省の若者雇用促進総合サイトに書類作成の支援ツールがありますし、

安全衛生優良企業の表彰につきましても、職場の安全サイトで取組対応ですとか、申請に

係る書類作成の解説などの支援を行っていて、そういったサイトを紹介させていただいて

おります。 

 今後は、この制度の内容と併せまして、申請方法の周知も強化したいと思っております。

また、電子申請が未対応の制度につきましては、御指摘を踏まえ、今後、厚生労働省本省に

伝えていきたいと思います。 

【奥井会長】  どうもありがとうございました。個別に企業に働きかけるなどの努力を
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していらっしゃるというのがよく分かりました。今後もよろしくお願いいたします。 

 事前に提出された御意見、御質問への回答が終わりましたので、ここからは出席されて

いる委員の皆様からの御意見、御質問をお受けしたいと思います。御質問、御意見、要望等

ございましたら、よろしくお願いいたします。 

【村上委員】  ＪＡＭの村上です。よろしくお願いします。 

 横長の資料「行政運営状況について」の１８ページに若者に対する就職支援という項目

があります。その中の、新規高等学校卒業予定者のいわゆる１人１社制に関する継続的な

検討と記載されています。 

 議論の俎上に上がった背景と継続的な検討ということで、どれぐらい議論が進んでいる

のか、教えてください。 

【河村職業安定部長】  職員安定部長の河村でございます。 

 いわゆる高卒の採用選考に係る１人１社制についての御質問をいただいたところでござ

います。 

 高卒の採用選考に係る１人１社制でございますけれども、これは学業等と就職活動を両

立する観点から、高卒の採用選考は毎年９月１６日からスタートいたしますけれども、一

定期間は高校生が応募する会社は１社ということでルール化をしているものかと認識をし

ております。 

 どういった関係でその就職慣行に関する検討が行われるようになったかということでご

ざいますけれども、それについては、高校生の自立等々の観点で、最初に１人１社に絞る

ことがいいのかという論点も一定程度ございまして、そういった観点から、それが果たし

ていいのかどうかというのを各地域において検討をしていくということで、本省のほうか

らも話があると認識をしております。 

 具体に、石川県においてどのような検討がなされているかということでございますけれ

ども、それについては、労働局、教育委員会等々が集まった会議がございまして、そういっ

たところで、高校生にとって本来どういった形がいいのかということは話を進めておりま

して、現段階で、いわゆる１人１社制を変更するという議論にはまだ至ってないのかなと

は認識はしています。 

 そのため、今後とも、高校生の就職にとってどれが最適解なのかという観点を持ちなが

ら、継続的な検討は進めていきたいと思っています。 

 私からは以上でございます。 
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【村上委員】  ありがとうございました。 

石川県の実態は理解しました。他県の状況を把握していれば教えてください。 

【河村職業安定部長】  そうですね。採用選考開始期日９月１６日から複数社の応募が

可能な県というのは実際にございまして、具体的には秋田県、沖縄県、それから昨年度か

らだと思いますが、和歌山県が加わったと認識をしております。 

 あと、最近の動きといたしましては、大阪府のほうでも採用選考期日開始から複数社の

応募を認める方向ということで報道がなされたことは承知をしております。現状、私が把

握しているのはその４つでございます。 

【奥井会長】  よろしいですか。ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見、御要望等ございますか。お願いします。 

【坂本委員】  働き方改革のほうで、石川県の働き方改革の活用事例の資料１９を見せ

ていただいて、これは非常にいい資料だなと思いました。 

 ホームページのほうも見せていただきましたが、ちょうど助成金の案内の近くに、こう

いった好事例を置いて、助成金を申請する人にうまく見せるということを工夫されている

ようなので、非常に良い取組だと思いました。 

 助成金というのは、割と、ほうっておくと、あまり有効に活用されないということも間々

あるわけですけれども、こういう好事例を助成金のところで一緒に載せていると、ぜひと

も助成金を申請して、自分ところでもやってみようかというモチベーションが上がると思

いますので、非常に良い取組だと思いました。 

 そういうことを、できればほかの取組、例えば在籍型出向支援とかも好事例が大事であ

るということが書かれておりますし、治療と仕事の両立支援に対する取組の促進なんかも

好事例が大事だという話が出ておりましたので、ぜひとも、申請する側であるとか、実施

する側のモチベーションが上がるような好事例をいろいろ分かりやすく取り上げてアピー

ルしていただくと良いのではないかなと思いました。 

 以上です。 

【奥井会長】  どうもありがとうございました。 

 今の御意見に対して、労働局から何かございますか。 

【八子雇用環境・均等室長】  代表して私のほうから。 

 実は、本省のホームページにも字だけの事例はあるんですけれども、やはり分かりにく

いというのと、企業さんの励みにもなりますので、支援している商工会にもまた情報発信
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しようと思っているんですけれども、ほかの好事例につきましても、また局内で検討して、

出せるものを発信していきたいなと思っております。ありがとうございます。 

【奥井会長】  ありがとうございました。 

 ほかに御意見、御質問、御要望等ございますか。お願いします。 

【小林委員】  北陸鉄道の小林でございます。日頃はバス、鉄道、御利用賜りまして、誠

にありがとうございます。 

 １点だけ、資料、横長の１５ページのハローワークにおけるマッチング機能の充実で、

昨年来からハローワークシステムが刷新されたということでございますが、求職者並びに

求人者のシステム刷新による御反応というものはどんなものかなということを１点教えて

いただきたいのと、特に求職者のマイページの開設状況というのは、どれぐらいの割合で

皆さん開設されているのかも知りたいので、よろしくお願いします。 

【河村職業安定部長】  職業安定部長の河村でございます。 

 ハローワークシステムの刷新ということで御質問をいただいたところでございます。 

 まず、求人者、求職者の反応というか状況でございますけれども、昨年の９月２２日か

らハローワーク紹介等々をやっているところでございますので、実際の活用がなされてい

るかというと、まだまだ引き続きハローワークとして周知、広報が必要なのかなと思って

おります。 

 そのため、後段で質問いただきました求職者のマイページの開設状況でございますけれ

ども、それも、すみません、具体な数字は手元に用意はしてこなかったのですが、なかなか

低調であるのは事実であるかなと認識をしているところでございます。 

 以上でございます。 

【小林委員】  せっかくのシステムでございますし、ホームページ等々を見ていますと、

また３月２２日からまた改修されるということでございますので、利用者が増えて、迅速

かつ正確にマッチングできればなというのが本当に期待して思っておりますものですから、

今後ともよろしくお願いいたします。 

【河村職業安定部長】  今、委員におっしゃっていただいたとおり、そういった基盤を

つくるだけでは駄目かなと思っていまして、基盤をつくった以上は、それが有効活用され

て、最終的にはハローワークの本来の目的である、人材を求める企業側と仕事を探す求職

者側がうまくマッチできるような取組というのは、引き続き続けていきたいと思っており

ます。 
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【奥井会長】  ありがとうございました。 

 ほかに、御意見、御質問等ございましたらお願いします。よろしいですか。あと１つ、２

つ、時間はあると思うのですけれども。 

 お願いします。 

【坂本委員】  先ほど少しお話も出ましたが、横長の資料の４ページ、在籍型出向等支

援というのは非常にいいセーフティーネットだなと感心しているわけですけれども、前も

質問したかもしれませんが、これは石川県の県内だけでの取組になるのでしょうか。それ

とも、もう少し広域で、ほかの県、例えば隣県、富山県であるとか福井県であるとか、そう

いったところも含めた形での取組にしていくと、もう少しいろんな効果が出てくるのかな

と思ったのですけれども、その辺はいかがでしょうか。 

【河村職業安定部長】  職業安定部長の河村でございます。 

 在籍型出向は、御指摘とおり、全国で行っている取組でございまして、そのため、出向に

ついても県境をまたいだ出向というのも大いにあり得ると思っておりまして、なので、雇

用を守るという観点で、別にそのエリア限定ではなくて、全国的に支援をしているところ

でございます。 

【坂本委員】  実際に県をまたいだ取組というのも、この数字の中にあるということな

のでしょうか。 

【河村職業安定部長】  そうですね。具体に石川の企業から他県に出向している例もあ

ると承知をしております。 

【坂本委員】  全国的にこういうのがやられていると。例えば、石川県に、出向に来てい

ただいて、またそれをきっかけに石川県で就職というか、その職で定着する人が、それで

増えるとかというような取組にもつながるのではないかなとちょっと思ったりもするんで

すけど、そういったことはあまりないですかね。 

【河村職業安定部長】  その点につきましては、在籍型出向の制度が、コロナによって

一時的に業績が悪くなったところから、雇用を守るために、人手不足のところ、企業に出

向させるという観点ですので、基本は自社の企業を守るという観点になりますので、例え

ば石川に出向した人がそのまま、あるいは転籍してしまうというのは、そこはちょっと本

来の趣旨とは変わってくるかなと思っておりますので、そこはそういった趣旨の下に運用

しているということでございます。 

【坂本委員】  分かりました。ありがとうございます。 
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【奥井会長】  ありがとうございました。 

 ほかに御質問、御意見等ございませんか。よろしいですか。 

 そのほか御意見、御質問等がないようでしたら、本日の審議を終了いたします。 

 なお、議事録は、令和３年３月の運営規程の一部改正により、署名がなくなっておりま

す。各委員の皆様には、御発言内容を確認していただき作成することとなります。後日、事

務局から連絡がありますので、よろしくお願いいたします。 

 本日は、議事の円滑な進行に御協力いただき、どうもありがとうございました。 

【南出総務指導官】  会長、ありがとうございました。 

 それでは、最後に、 田局長、何か一言ございましたらお願いいたします。 

【 田労働局長】  委員の皆さん、本日は貴重な御意見、御審議を賜りまして、誠にあり

がとうございます。 

 皆様方のお話を聞いていますと、まさにコロナ禍の中で、我々としても新しい取組を幾

つかしているところなんですけれども、それに対する御関心といいますか、エールもいた

だきながら御指摘いただきましたし、基本的な監督行政に関する、また働き方に関する御

質問なんかもいただいたと思います。皆様の意見、声をぜひ生かして、来年度もしっかり

業務運営に取り組んでいきたいと思っています。 

 その中で、資料にございますように、労働行政のあらましという形にまとめていますの

で、また来年もしっかりと運営をしていきたいと思っています。どうも意見、ありがとう

ございました。 

 本日はありがとうございました。 

【南出総務指導官】  それでは、これをもちまして、令和３年度第２回石川地方労働審

議会を終了いたします。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 


